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όέπͳͲの࣭ߗϓϥενοΫ（͍ߗϓϥενοΫ）ɺ೩͑Δ͝

Έと͠てग़͢Α͏͓͍͠ئ·͢ɻదͳผʹ͍ͩ͘͝͞ྗڠɻ

● 1 月 1 日（火・祝）～ 3 日（木）は可燃、金属類、陶磁器・ガラスの収集は行いません。

●１4 日（月）は祝日ですが、可燃ごみは通常通り収集し、東郷美化センターも通常通り

営業します。

˙೩͑Δ͝Έɺ金ଐྨ͝Έɺಃ
Ψϥε͝Έのग़͠ํ・ث࣓

◎燃えるごみ、金属類ごみ、陶

磁器・ガラスごみは、収集日の

朝（8：00）までに町指定のご

み袋に入れて、ごみ集積場所

に出してください。

◎前日の夜など収集日以外に

出すと、ごみ集積場所付近の

住民に迷惑となります。ルー

ルを守り、集積場所をきれい

に保ちましょう。

◎町指定のごみ袋が貼り付け

てあるだけでは収集しませ

ん。必ず袋の中に入れてくださ

い。袋に入らないものは、粗大

ごみとして出してください。

˙Ϗン・ϖοτϘτルのग़͠ํ

◎設置してあるかご、袋に分

別して出してください。

◎ビンは中を洗い、ふたはで

きるだけ外してください。

◎ペットボトルは中を洗い、

軽くつぶして出してください

（外側のラベルは、はがしてく

ださい）。ふた・ラベルは、本体

とは別に回収します。

˗೩͑Δ͝ΈʢՄ೩ʣɺۚ ଐྨ͝Έɺಃ࣓ثɾΨϥε͝ΈɺϏϯɾϖοτϘτϧのऩूʢ�݄ʣ

͍ͩ͘͞ྗڠ͝ʹճऩݯࢿ˗

ઃ໊ࢪ ར༻時間 ҰํͷࢪઃͰͷΈճऩ͍ͯ͠Δ ௨ͷճऩڞ

෦ݯࢿճऩスςーγϣϯ
（愛知த෦ਫಓஂۀاೆ東）
த෦ݯࢿճऩスςーγϣϯ

（த෦อҭԂறं）

9：00～16：30
ʤۀٳ日：݄ 曜日、1/1（Րɾ
祝）～1/3（木）ʥ

খܕՈి	ύιίϯؚΉ
 、ϓϥス
νοΫ༰ثแ、ペοτϘτϧ、
ペοτϘτϧΩϟοϓ、ࢴ༰ثแ
、͕ࡶΈ

৽ฉ、ࢽࡶ、ஈϘーϧ、ࢴ
ύοΫ、ݹண、Ϗϯ、アϧ
ϛ؈、スνーϧޫܬ、؈
、、Ϙλϯిిס、
ॆిࣜి、ഇ৯༻༉、
ന৭τレΠ、スϓレー؈、
ϥΠλー、ׂΓࣺ͍ͯ
͠、ΠϯΫΧーτϦοジ、ਫ
ۜೖΓମԹܭ、όοςϦー

ඌࡾӴੜ߹
東郷ඒԽηϯλー

（ճऩスτοΫϠードݯࢿ）
☎0561（38）���6

݄～ۚ曜日　8：30～1�：00
　  　　　　13：00～16：30
土曜日　　　8：30～11：30

ʤۀٳ日：日曜日、1/1（Րɾ
祝）～1/3（木）ʥ

ۚଐௐཧث۩、খܕՈ （ిಛఆର
ʹݶΔ）、$%ٴͼ%7%（ಉέー
スؚΉ）、ਕ

地۠
Մ೩

（ຖि）
ۚଐྨ

ಃ࣓ث
Ψϥス

ϏϯɾペοτϘτϧ（地۠ݯࢿճऩ）

ճऩॴݯࢿ ճऩ日

༞ࣉ
݄ɾ木

9ɾ�3 日
（ୈ �ɾ4
ਫ曜日）

�3 日
（ୈ 4 ਫ

曜日）

༞ެࣉຽؗɾ東郷春木ΫϦχοΫԣ

1 ݄ 13 日（日）
（ୈ � 日曜日）

˞ճऩ時間、
֤地۠ͷճཡͳ
Ͳࢀরɻճऩ日
มΘΔՄੑ
͋Γɻ

෦ా ෦ాίϛηϯɾϏレοジϋス東郷

ന土

Րɾۚ

ന土;Ε͍͋ηϯλー

෦ాࢁ ෦ాࢁίϛηϯ

ਗ਼ਫ ਗ਼ਫίϛηϯ

ࣔຊ

ࣔຊެຽؗࣔຊͷҰ෦
	 春木ΑΓ東ଆ 


16 日
（ୈ3ਫ

曜日）

16 日
（ୈ 3 ਫ

曜日）

߹
߹ެຽؗɾ知ʑזάϥϯドɾ
ն間۠றंڇ

ॾྠॅ ॾྠॅूձॴ

߹έٰ

݄ɾ木

߹έٰίϛηϯ

春木 9ɾ�3 日 �3 日 春木ίϛηϯ

1 ݄ �0 日（日）
（ୈ 3 日曜日）

˞ճऩ時間、
֤地۠ͷճཡͳ
Ͳࢀরɻճऩ日
มΘΔՄੑ
͋Γɻ

നௗ

16 日
（ୈ3ਫ

曜日）

16 日
（ୈ 3 ਫ

曜日）

നௗίϛηϯɾެྮߴԂɾ
ೌέ根ެԂ

ַޚ ባެԂɾ大ެԂޚ

ԡஂ地（） ԡஂ地 �04 ౩ԣ͝Έूੵॴ

ԡஂ地（ೆ） ԡஂ地 407 ౩前

ॾྠ

Րɾۚ

ॾྠެຽؗ

ࢁ ࢁίϛηϯɾதԝެԂ

ന土 9ɾ�3 日 �3 日
ന土ίϛηϯɾήーτϘーϧறंɾϥドーχ
東郷（ϏϯͷΈ）ɾレΠϯϘー東ന土 	 ϏϯͷΈ 
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˔͍߹Θͤ：ڥ՝ὸ05�1（5�）072�

࢝の͝Έ・͠ऩूۀҊ内

໊۠ͳͲ 種ྨ
ॳの࠷݄�
ऩू

諸輪、和合、諸輪住宅、
北山台、傍示本の一部

（春木川より北東側）

Մ೩͝Έ � 	 金 


金ଐྨ ��  	 ਫ 


ಃ࣓ث・Ψϥε ��  	 ਫ 


傍示本（春木川より
南西側）、白土、西白
土、部田山、清水

Մ೩͝Έ � 	 金 


金ଐྨ � 	 ਫ 


ಃ࣓ث・Ψϥε 2�	ਫ 


祐福寺、部田、春木台

Մ೩͝Έ � 	 ݄ 


金ଐྨ � 	 ਫ 


ಃ࣓ث・Ψϥε 2�	ਫ 


和合ケ丘、白鳥、御岳、
押草団地

Մ೩͝Έ ̓ 	 ݄ 


金ଐྨ ��  	 ਫ 


ಃ࣓ث・Ψϥε ��  	 ਫ 


種ผ 種ྨ
ॳの࠷݄�
受͚付͚

尾三衛生組合
東郷美化センター

Մ೩ɺ金ଐྨɺ
ಃ࣓ث・Ψϥεɺ
ૈେ͝Έɺݯࢿ
（ӈࢀهর）

�（金）

北部・中部
資源回収ステーション

ݯࢿ
（��ϖʔジࢀর）

�（金）

粗大ごみ戸別収集受け
付け（12/25 ～ 28、
1/4 に申し込んだ人
は、1/10 に収集）

ૈେ͝Έ
（Լࢀهর）

�（金）

●ごみは、必ず収集日当日の朝、午前 8 時までに出

してください。年始はごみの量が増えるため、収集す

る時間が普段と異なる場合があります。

●収集日以外の日には、絶対にごみを出さないでくだ

さい。カラスや野良猫がごみをあさり、ごみが散乱し

てしまいます。

ྑೣʹ
ΉΈʹӤを༩͑ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞

　最近、住民から野良猫に関する苦情が多く寄せられ

ています。苦情の内容は「ふん尿で汚された」「鳴き

声がうるさい」「車が傷付けられた」などです。

　これは、むやみに餌を与えることで、猫が居ついて

しまうことに大きな原因があると考えられます。

　餌を与えている人には、自分自身

が飼い主となって自宅などで最後ま

で世話をしたり、きちんと飼ってく

れる里親を探したりするなど、責任

ある行動が求められています。

ૈେ͝Έऩूの予受付ઐ用ిͰ
（डηϯλー）

フリʔμイϠルὸ ��2�（���）���
（受け付けは月～金曜日の 9：00 ～ 17：00）

◆土・日曜日、祝日、1/1 ～ 3 は受け付けできません。

◆申し込みされた翌週の木曜日に収集します。

◆1回の収集は1世帯5個までです。（1個510円）

◆収集券は、お近くのスーパー、コンビニなどでお

買い求めください。

◆事業所から排出される物は対象外です。

◆収集日前 3 日以内の申し込み内容の変更は、環境

課へご連絡ください。

ඌࡾӴੜ合の͝Έの接持ちࠐΈ

　家庭から出た可燃・不燃・粗大

ごみは、尾三衛生組合東郷美化セ

ンターに直接持ち込み、処分でき

ます。

ൖೖ時間

・月～金曜日　8：30～12：00、

13：00～16：30

・土曜日　8：30～11：30

※祝日も通常どおり搬入可。ただし1/1～3は不可。

ྉ金　20kgまで400円（超過分は10kgごとに200

円加算）

持ち物　運転免許証など町内在住を証明できるもの

͍合Θͤ　尾三衛生組合☎0561（38）2226

ΧηοτϘンϕͳͲ

　　　　　　　ਖ਼ࣺ͘͠て·͠ΐ͏

　冬はカセットボンベ式のコンロや暖房器具を使用す

る機会が増えます。

　カセットボンベやスプレー缶、使い捨てライターな

どは正しく捨てないと、燃えたり爆

発したりして、ごみ収集車やごみ処

理施設に被害をもたらすだけでな

く、人命にかかわるような事故を起

こす可能性もあります。捨てるとき

は、以下の方法で捨てましょう。

˔ΧηοτϘンϕ・εϓϨʔ؈　中身を完全に使い

切ってから、火気のない風通しのよい場所で穴を開

け、金属類用の資源袋に入れて捨てる。

、てϥイλʔ　中身を完全に使い切ってからࣺ͍˔

金属類用の資源袋に入れて捨てる。

˞͍ͣΕɺதをશʹ͍Εͳ͍場合ɺ݀を

։͚ΒΕͳ͍場合ɺ෦・த෦ݯࢿ回ऩεテʔγϣ

ン·Ͱ͓持ち͍ͩ͘͞ɻ
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